
岐阜県知事　様

記入日 令和 年 月 日

フリガナ

口座名義人

金融機関コード

金融機関名

預金種類

２．宣誓事項

※参加資格については、裏面をご確認ください。

岐阜県及び岐阜県が指定する団体が実施する宿泊等割引施策に協力します。

※県が実施する宿泊等割引施策の適用は、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー（ミナモステッ

カー）」の交付を受けている店舗に限ります。ステッカー未取得の宿泊事業者におかれましては、事前に

ステッカーの交付申請をお願いします。

県が実施する宿泊等割引施策へ直接申請を希望するにあたり、下記の宣誓事項に

同意します。

□同意します

新型コロナウイルス感染拡大防止に努め、国及び岐阜県からの要請に従います。

岐阜県及び岐阜県等が設置する事務局から改善要請等があった場合にはそれに従

います。

宿泊等割引施策実施に際して、消費者からの苦情や紛争が生じ、事業者側の責に

帰すると認められた場合、自ら解決に努めます。

登録する店舗は、参加資格を全て満たしており、宿泊等割引適用に必要な、旅行

者の本人確認、「ワクチン・検査パッケージ」制度の運用、並びに「ぎふ旅コイ

ン」ポイントカードの配付等が実施できる体制を整備し、適切に実施します。

本書の記載内容に不備があった場合は、宿泊等割引施策の適用が受けられないこ

と又は適用が遅れる可能性があることに同意するとともに、事務局の要請に従い

速やかに修正いたします。

□銀行 □農協

□金庫 □組合
支店名

     □本店 □支店

     □支所 □出張所

□普通　　　□当座
口座番号（7桁）

4桁の場合 0001234

受付NO

【宿泊施設様向け】

宿泊施設直接販売 支援金申請願

　当施設は、県が実施する宿泊等割引施策を活用した旅行商品を販売し、当施設が直接支援金の

申請を行い、その給付を受ける事を希望します。

振込口座情報　　※県が実施する宿泊等割引施策について、直接申請を希望されない事業者は記入不要です

支店コード

（提出は任意です）



〔参加資格〕

●

●

●

旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第１項に規定する旅館業（下宿営業を除く。）を営む

施設及び住宅宿泊事業法（平成29年法律第65号）第3条1項の届け出にかかる住宅の認定を受けた

事業を営む施設（以下「宿泊施設」という。）。

宿泊等割引適用に必要な、旅行者の本人確認、「ワクチン・検査パッケージ」制度の運用、並び

に「ぎふ旅コイン」ポイントカードの配付等に支障がない体制を整備できる施設。

県が実施する宿泊等割引施策を実施する際に、参加資格を満たさない場合や宿泊割引実施の体制

が整っていないと認められる場合は、登録を抹消する場合があります。

上記参加資格を満たす事業者であっても、以下のいずれかに該当する事業者は対象外です。

(ア) 「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律」(昭和 23 年法律第 122 号)第２条第５項に

　　規定する性風俗関連特殊営業を営む者。

(イ) 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務内容が公序良俗に反する営業を行っている者。

(ウ) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに支店または営業所の代表者、その他の

　　団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者、個人にあってはその者および支配人並びに

　　支店または営業所を代表する者。以下同じ)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関

　　する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をい

　　う。以下同じ)であるとき。

(オ) 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ)または暴力団員が経営に実質的

　　に関与しているとき。

(カ) 役員等が自社・自己もしくは第三者の不正な利益を図り、または第三者に損害を加える目的を

　　もって暴力団または暴力団員を利用しているとき。

(キ) 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的もし

　　くは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、または関与しているとき。

(ク) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。


